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電気の特性 

2 



電気の特性 
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 電気は、貯蔵の困難性や価格弾力性が低いといった供給面・消費面における特徴があることから、一般的な商
品と比較して、市場支配力の影響を受けやすいといわれている。 

供給 

消費 

特徴 要因 

 迅速な供給量の調整ができ
ない 

 安価に貯蔵ができない 

 各時点での予測販売数量
と同量の電気を調達する必
要がある 

 価格弾力性が低い 

 大口産業需要家以外にお
いては、電力にかかるコスト
は相対的に小さく、コスト意
識が低い 

 生活必需品である 

出所：Twomey, Green, Neuhoff and Newbery著 山田光訳・監修”世界の電力市場の取引監視メソッド”の記載を基に作成 



              

        
        
        
        

電力・ガスシステム改革の概要 
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安定供給を確保する 

   震災以降、多様な電源の活用が不可避な中で、送配電部門の中立化を図りつつ
、需要側の工夫を取り込むことで、需給調整能力を高めるとともに、広域的な電力
融通を促進。 

電気料金を最大限抑制する 

   競争の促進や、全国大で安い電源から順に使う（メリットオーダー）の徹底、需要
家の工夫による需要抑制等を通じた発電投資の適正化により、電気料金を最大限
抑制。 

需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する 

   需要家の電力選択のニーズに多様な選択肢で応える。また、他業種・他地域からの
参入、新技術を用いた発電や需要抑制策等の活用を通じてイノベーションを誘発。 

1 

2 

3 

電力システム改革の目的 
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資源エネルギー庁「電力システム改革について」
(平成27年11月)より抜粋 



我が国の電気事業制度改革の歴史と電力全面自由化の位置 

• 我が国の電気事業制度は、1995年以降、発電部門における競争原理の導入や小売
部門の自由化対象の順次拡大など、累次の改革を実施。 

第一次制度改革（平成７年） 

 電力の卸供給を行う独立発電事業者（IPP）制度の導入と電源入札制度の創設 
 電力会社の料金メニュー多様化（選択約款の導入） 等 

第二次制度改革（平成１１年） 

 特別高圧需要家（大規模工場、デパート等）を対象に自由化実施 
 電力会社の料金引下げに係る規制緩和（許可制⇒届出制） 等 

第四次制度改革（平成２0年） 

 卸電力取引活性化のための「時間前市場」の創設 
 託送料金における「ストック管理制度」の導入 等 

第三次制度改革（平成１５年） 

 高圧需要家（中規模、スーパー等）を自由化対象に拡大 
 卸電力取引市場の整備  等 
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第五次制度改革（平成27年） 

 広域的運営推進機関と電力取引監視等委員会の設立 
 電気の小売全面自由化（2016年4月から） 
 送配電部門を発電・小売部門と別会社化 
 （法的分離：2020年から） 



第５次制度改革の全体スケジュール 
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第１段階 
（広域的運営 

 推進機関設立） 

【電力】 

【都市ガス】 

【市場監視委員会】 

平成27年 
（2015年） 

4月1日 

平成28年 
（2016年） 

4月1日 

平成29年 
（2017年） 
４月１日 

平成32年 
（2020年） 

4月1日 

平成34年 
（2022年） 

4月1日 

第２段階 
（電気の小売 
全面自由化） 

第３段階 
（送配電部門 
の法的分離） 

導管部門 
の法的分離 
（大手３社） 

ガスの小売 
全面自由化 

電力取引監視等 
委員会の設立 

（料金の経過措置期間） 

料金規制 
の撤廃 

事業者ごとに競争
状態を見極め解除 

ガス・熱についても 
業務開始 

（電力・ガス取引監視
等委員会への改称） 

競争状態が不十分な事業者
においては料金規制を残す 

平成27年（2015年）9月1日 



 2020年4月以降、旧一般電気事業者の送配電部門の法的分離が行われ、一般送配電事業者の発電事
業及び小売電気事業の兼業は原則禁止される（法的分離）。 

 他方、発電事業と小売電気事業については規制がないため、発電・小売の一貫体制を維持することも可能。 

送配電部門の法的分離と発電・小売部門との関係 

発 
 
電 

小 
 
売 

 
 
 

送 配 電 
 
 
 
 
 
 

（
系
統
運
用
） 

（
送
配
電
設
備
） 

持株会社 

①持株会社方式 ②発電・小売親会社方式 

 持株会社の下に発電会社、送配電会社及び小売会
社を設置（東京電力は、２０１６年４月に本方式で
の分社化を自主的に実施） 

※発電会社、小売会社は同一会社とすることも可
能 

 
 

送 配 電 
 
 
 
 
 

（
系
統
運
用
） 

（
送
配
電
設
備
） 

 発電会社、小売会社の下に送配電会社を設置 

※発電会社、小売会社を別々の会社とし、一
方の子会社とすることも可能 

発 電 小 売 
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第16回制度設計専門会合(平成29年3
月31日)資料より抜粋・一部修正 



              

        
        
        
        

電力・ガス小売の状況 

9 



 平成２７年８月の事前登録申請の受付開始から２年の間に、５０９件の小売電気事業者登録の申請が
あり、平成２９年９月２２日時点で４１８社を登録。 

小売電気事業者の推移 

（件） 受付開始後の小売電気事業登録申請及び登録事業者数の推移 

（備考）  登録件数とは、のべ登録件数から登録抹消件数（平成29年9月22日時点で13件）を差し引いた件数。また、登録抹消件数とは、事業の承継や廃止等により小売電気事業の廃止届出等を行った事業者数。 



 最大需要電力の見込みが1万kWを下回る小規模事業者が、全体の6割を占める。 

 本社所在地は約4割が東京だが、三大都市圏以外に本社を置く事業者も約3割存在。 

※みなし小売電気事業者１０社を除く 

登録小売電気事業者４０６社※の内訳（最大需要電力の見込み、本社所在地） 
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北海道 

18社 
(4%) 

東北 

21社 
(5%) 

東京都 

154社 
(38%) 

関東 

（東京都 

以外） 

49社 

(12%) 

中部 

27社 
(7%) 

近畿 

57社 
(14%) 

北陸 

4社 
(1%) 

中国 

24社 
(6%) 

四国 

8社 
(2%) 

九州 

43社 
(11%) 

沖縄 

1社 
(0%) 

10万kW 

以上 

30社 
(7%) 1万～ 

10万kW 

110社 
(27%) 

1,000～ 

1万kW 

228社 
(56%) 

1,000kW 

未満 

38社 
(9%) 

本社所在地 最大需要電力の見込み 
三大都市圏 
以外の事業者 
（２９％） 

※小売電気事業者４０６社中（みなし小売電気事業者10社を除く）、2017年9月1日現在 



企業規模・資本金の分布 
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 小売電気事業者のうち、全体の約7割程度が資本金3億円未満となっている。 

※小売電気事業者社中（みなし小売電気事業者10社を除く）、平成29年8月7日現在 

79社 
20% 

203社 
50% 

118社 
29% 

4社 
1% 

小売電気事業者の資本規模 

資本金１０００万円以下 

資本金３億円以下 

資本金３億円以上 

その他 



出所：電力調査統計、電力取引報 

 販売電力量ベースで見た新電力の市場シェアは徐々にではあるが着実に上昇している。 

 具体的には、平成29年6月時点において、総需要に占める新電力シェアは約11.4％、特高・高圧需要に占め
る新電力シェアは約13.8％、低圧需要に占める新電力シェアは約5.8％となっている。 

新電力シェアの推移（販売電力量ベース） 

特高・高圧分野に占める新電力シェア： 
13.8%（2017年6月時点） 

総需要に占める新電力シェア： 
11.4%（2017年6月時点） 

低圧分野に占める新電力シェア： 
5.8%（2017年6月時点） 

第22回制度設計専門会合資料 
(平成29年3月31日)より抜粋 
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 地域別の新電力の販売電力量シェアは、概ね増加傾向にある。新電力の販売電力シェアが高い地域として、関
西、東京、北海道が挙げられる。 

出所：電力需要調査、電力取引報    

地域別の新電力シェア（販売電力量ベース） 
第22回制度設計専門会合資料 
(平成29年3月31日)より抜粋 
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 みなし小売電気事業者及びその子会社による旧供給区域外への進出は進んでおらず、旧供給区域外への供給
は全体の約1.5%。地域別では沖縄を除く全ての地域で域外供給が行われており、具体的には、北海道(約
1.7%)、東北(約1.7%)、東京(約2.0%)、中部(約1.3%)、北陸(約0.3%)、関西(約2.0%)、中国(約
0.6%)、四国(約0.5%)、九州(約0.4%)となっている。 

出所：電力取引報 

みなし小売電気事業者及び子会社による区域外進出について 

地域別の市場シェア（2017年６月） 

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 合計 

当該地域のみなし小売電気事業者 他エリアのみなし小売電気事業者 他エリアのみなし小売電気事業者の子会社 新電力 
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第22回制度設計専門会合資料 
(平成29年3月31日)より抜粋 
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 特別高圧分野と比較して高圧分野において新電力の市場シェアが高いのは、新電力が需要家を獲得しやすい業
務用需要の割合が、特別高圧分野に比べて高圧分野の方が高いことによると思われる。（新電力が業務用需
要を獲得しやすい理由は、次ページにて後述。） 

（出典）資源エネルギー庁「電力需要調査」 

新電力は産業用需要より業務用需要を獲得しやすい 

新電力の市場シェア（平成27年度第1四半期） 

産業用 業務用 

特別高圧 0.9% 18.1% 

高圧 2.7% 11.8% 

特別高圧分野より高圧分野の方が業務用需要の割合が高い 

産業用需要・業務用需要の割合（平成27年度第1四半期） 

（出典）資源エネルギー庁「電力需要調査」 

46% 

85% 

54% 

15% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高圧 

特別高圧 

産業用需要 

業務用需要 

新電力のビジネスモデル：負荷率の特徴① 
第16回制度設計専門会合(平成29年3月31日) 
電力市場における競争状況の評価より抜粋 
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 一般に新電力はベースロード電源（一般水力・石炭・原子力）を十分に持たないため、新電力が獲得する需要
は負荷率が低く平均単価が高い需要が中心となりやすい。他方、一般に業務用需要の負荷率は産業用需要よ
りも低い。このため、新電力は業務用需要を中心に獲得する傾向がある。 

（出典）資源エネルギー庁 
    「夏期最大電力使用日の需要構造推計（東京電力管内）」 
    （平成23年5月） 

業務用需要の負荷率は産業用需要よりも低い 

夏期最大ピーク日の需要カーブを見ると、業務用需要が1日の
中で大きく変動するのに対し、産業用需要は変動が小さい。 

夏期最大ピーク日の需要カーブ推計（東京電力管内・全電圧） 

ＰＰＳは主に低負荷率の需要家を獲得する傾向がある 

公的機関による電力購入入札における落札者を負荷率・平均単
価平面にプロットすると、ＰＰＳは負荷率が低く平均単価が高
い需要を落札する傾向にあった。 

（出典）資源エネルギー庁電力システム改革貫徹のための政策小委員会 
     第1回市場整備WG資料「卸電力市場の活性化について」 

負荷率と平均単価の関係（平成26年度入札分・高圧） 

※ＰＰＳとは、小売全面自由化以前に大口供給を行っていた、
特定規模電気事業者を指す。 

入札需要の負荷率（%） 

（万kWh） 

新電力のビジネスモデル：負荷率の特徴② 
第16回制度設計専門会合(平成29年3月31日) 
電力市場における競争状況の評価より抜粋 



新電力のビジネスモデル：負荷率の特徴③ 
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 2016年度以降の公共入札における入札状況をみると、低負荷率帯において新電力のみが応札するケースが
比較的多くみられ、高負荷率帯ではエリアの旧一般電気事業者のみが応札するケースが多くみられている。 

旧一般電気事業者のみ/新電力のみ応札している際の分布 

：旧一般電気事業者のみ 

：新電力のみ 

＜凡例＞ 

電気新聞（日本電気協会新聞部）の公開情報を基に事務局作成 

（負荷率） 

円/kWh（税抜） 

 旧一般電気事業者のみ及び新電力
のみが応札している結果を見ると、旧
一般電気事業者/新電力のそれぞれ
が獲得している需要家層の対象が前
掲の内容よりも色濃くうかがえる。 
 

 新電力が高負荷率帯での需要家獲
得できていないことは、ベースロード電
源が限られていることも大きな要素と
考えられる。足元ではJEPXのスポット
価格が比較的安く推移しているもの
の、安定して調達できることが確約さ
れていないことから、特に規模の大き
な需要家に振り向けることは困難と
なっている可能性。 

新電力のみが応札するケースが比
較的多く見られる負荷率帯（複
数社での応札） 

エリアの旧一般電気事業者のみが
応札するケースが比較的多く見ら
れる負荷率帯（1社応札） 

特高需要家が多く分布 

第18回制度設計専門会合資料 
(平成29年5月31日)より抜粋・一部修正 



低圧部門における新電力間の競争（販売電力量ベース） 

（出所）電力調査統計、定期報告徴収データより事務局作成）  

平成29年6月時点 

順位 事業者名 新電力シェア 

１ 東京ガス(株) 23% 
２ ＫＤＤＩ(株) 13% 
３ 大阪瓦斯(株) 10% 
４ ＪＸエネルギー(株) 7% 
５ 大東エナジー(株) 3% 
６ (株)サイサン 3% 
７ SBパワー(株) 2% 
8 (株)ハルエネ 2% 
9 (株)ケイ・オプティコム 2% 
10 (株)東急パワーサプライ 2% 
11 ＭＣリテールエナジー(株) 2% 
12 (株)ジェイコムウエスト 2% 
13 (株)エネット 2% 
14 (株)Looop 1% 
15 北海道瓦斯(株) 1% 
16 (株)ジェイコムイースト 1% 
17 サミットエナジー(株) 1% 
18 イーレックス・スパーク・マーケティング(株) 1% 
19 (株)ミツウロコ 1% 
20 イーレックス・スパーク・エリアマーケティング(株) 1% 

 平成26年6月時点の低圧部門における新電力のシェアをみると、他の事業において顧客ネットワークを有してい
る事業者や、発電設備を保有している事業者が、シェア上位となっている。 



電力需要の将来推移 
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 電力広域的運営推進機関による推計によると、日本の将来的な人口は減少することが見込まれているものの、
2016年度以降、GDPが年平均0.9%成長することを前提に、電力需要については、産業・業務部門における
電力需要の増加を要因として、年率0.2%程度で緩やかに増加することが見込まれている。 

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

950,000

1,000,000

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

総人口 電力需要（送電端） 

電力需要と総人口の将来推移 

出所）電力広域的運営推進機関 

（万人） （百万kWh） 
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ガス小売事業者数 

平成２９年度６月分のガス取引報より作成 

 平成２９年６月末時点でのガス小売事業者数*1は238であり、全体の80％以上をみなし小売事業者*2が
占めている。 

*1 旧一般ガス小売事業者（プロパンストレート形態にて供給する４事業者を除く）及び旧一般ガス事業へ参入している事業者が対象。 
*2 みなし小売とは、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２２条第１項に規定された旧一般ガスみなしガス小売事業者を指す。 

ガス小売事業者の内訳（平成２９年６月時点） 

みなし小売, 199 

新規小売, 39 
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ガス小売事業者数及び供給区域数（家庭用） 

ガス取引報より作成 

 平成２９年６月末時点での家庭向けに供給しているガス小売事業者数*1は205であり、全体の95％以上
をみなし小売事業者*2が占めている。 

 平成２９年６月末時点での家庭用の旧供給区域数は217であり、そのうち経過措置指定を受けているのは
12区域である。 

ガス小売事業者の内訳 
（平成２９年６月時点） 

指定旧供給

区域以外, 

205 

指定旧供給

区域, 12 

家庭用供給区域数の内訳 
（平成２９年６月時点） 

みなし 

小売, 198 

新規小売, 7 

*1 旧一般ガス小売事業者（プロパンストレート形態にて供給する４事業者を除く）及び旧一般ガス事業へ参入している事業者が対象。 
*2 みなし小売とは、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第２２条第１項に規定された旧一般ガスみなしガス小売事業者を指す。 
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エリア別のガス小売事業者数・旧供給区域数（家庭用） 

平成２９年度６月分のガス取引報より作成 

 供給事業者数は、エリア別で見ると関東、東北、九州・沖縄が多いが、これはエリアにおける供給区域数の多
寡によるものである。 

エリア別家庭向けに供給している 
ガス小売事業者数 

（平成２９年６月時点） 

エリア別家庭用供給区域数 
（平成２９年６月時点） 

8 

35 

85 

11 
19 13 

27 

0 

4 

1 
1 

1 
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50

60

70

80

90

100

事
業
者
数

 

みなし小売 新規小売 

9 

38 

91 

10 
18 13 

26 

0 

1 

5 

1 
2 

1 

2 

0

10

20
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40

50

60

70

80

90

100

供
給
区
域
数

 

指定旧供給区域以外 指定旧供給区域 

*1 その他には、地域を跨がる供給区域を有している事業者を分類した。 
*2 複数の地域でガス小売事業を行っている事業者が存在しているため、地域毎の事業者数の合計と全国計の数値は一致しない。 
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契約件数別ガス小売事業者数（家庭用） 

ガス取引報より作成 

 家庭用契約件数が1万未満の小規模な事業者が半数を占めている。 
 100万を超える需要家を持つ事業者は全体の1%に留まっている。 

家庭用契約件数別ガス小売事業者数の割合（平成２９年６月） 

5000未満 

36% 

5000以上 

1万未満 

16% 

1万以上 

10万未満 

39% 

10万以上 

100万未満 

8% 

100万以上 

1% 
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参入事業者数別供給区域数（家庭用） 

 多くの供給区域では１事業者のみが供給している状態であり、競争が発生している供給区域が全体の10%
程度である。 

ガス取引報より作成 

1事業者, 196 

2事業者, 13 

3事業者, 4 
4事業者, 4 9事業者, 1 

参入事業者数別供給区域数の割合（平成２９年６月） 
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販売量における新規小売の動向 

 新規小売の販売量が全体に占める割合は平成29年６月時点で10%であり、家庭用は0.8%である。 
 自由化を契機として、自由化された小口部門の主な需要先である家庭用だけでなく、全体的に新規小売の

占める割合は増加している。 

新規小売における販売量の推移 

ガス取引報より作成 
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4.1  4.0  

0.0% 
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エリア別販売量における新規小売の動向 

 関西エリアにおける新規小売のシェアが最も大きく2.4%であり、中部・北陸、九州・沖縄、関東がそれに続く。 

ガス取引報より作成 

エリア別販売量に占める新規小売の割合の推移
（家庭用） 

0.2% 

1.3% 

2.4% 

0.5% 

0.8% 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

2017.4 2017.5 2017.6 2017.7

エ
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に
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の
割
合

 

北海道 東北 関東 中部・北陸 近畿 中国・四国 九州・沖縄 その他 全国計 
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累積スイッチング件数（家庭用） 

 平成29年６月末時点での全国の累積スイッチング件数は19.3万件である。エリア別で見ると近畿が13.7万
件で最も多く、中部・北陸、関東がそれに続く。(自社内で発生した規制料金から自由料金へのスイッチングは
除く) 

エリア別累積スイッチング件数の推移（家庭用） 

ガス取引報より作成 

0  

131  

193  

21  
28  

137  

7  
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）

 

全国計 北海道 東北 関東 中部・北陸 近畿 中国・四国 九州・沖縄 その他 
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指定旧供給区域における累積スイッチング件数（家庭用） 

 平成29年６月末時点での指定旧供給区域における累積スイッチング件数は94.1万件であり、そのうち85%
は自社内で発生した規制料金から自由料金へのスイッチングである。 

指定旧供給区域における累積スイッチング件数（家庭用）の推移 

ガス取引報より作成 
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自社内（規制→自由） 自社内（自由→規制） 離脱（規制→自由） 受入（自由→規制） 合計 



              

        
        
        
        

電気料金制度 

30 



電気料金の構成 

31 

 自由化後の一般的な電気料金は、基本料金と従量料金の他に、燃料費調整額、再エネ賦課金、託送料金
（使用済燃料再処理等既発電費相当額を含む）で構成されている。 

 このうち、再エネ賦課金と託送料金は、規制に基づく料金となるため競争の対象外となっている。 

自由化後の電気料金の構成要素 

再生可能エネルギー発電促進賦課金 

 「電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置
法」に基づき、すべての需要家が、
電気の使用量に応じて電気料金の
一部として負担 

託送料金相当額 

 電気料金に含まれる送配電ネット
ワークの利用料金（＝託送料金）
に相当する料金で、一般送配電事
業者が定める託送供給等約款の接
続送電サービス料金に基づく 



燃料費調整制度 

32 

 燃料費調整制度は、事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することによ
り、事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金に反映させると同時
に、事業者の経営環境の安定を図ることを目的とし、平成8年1月に導入された制度。 

 平成21年度に燃料費調整制度の見直しを行って以降、貿易統計価格の公表スケジュールや検針日の設定
等の実情を踏まえ、料金反映までの期間を2ヶ月とし、3ヶ月分の平均燃料価格を毎月反映する仕組みとして
いる。 

燃料費調整制度（平成21年度以降） 

（例） 
• 12月～翌年2月の平均燃料価格については、翌年5月の燃料費調整に適用される。 
• 翌年1月～3月の平均燃料価格については、翌年6月分の燃料費調整に適用される。 

出所）総合資源エネルギー調査会電気事業分科会第１次報告（平成21年1月）及び資源エネルギー庁ＨＰを参考に、委員会事務局が作成。 



（参考）燃料費調整制度の設定状況 

33 

 2017年3月までに電力・ガス取引監視等委員会へ報告された料金メニュー579件を集計したところ、燃料費
調整制度は約98%のメニューにおいて設定されている。 

燃料費調整制度の設定の有無（2017年3月末時点） 

98% 

2% 

有 無 

出所）電力・ガス取引監視等委員会「電力取引報」より作成 



託送料金制度 

34 

 2016年４月の小売全面自由化にあわせて電気事業の類型が見直され、発電、送配電、小売の３つに事業
類型が分かれ、送配電事業のみ、許可制となった。 

 送配電網利用の対価である託送料金は、一般送配電事業者が法令に基づき算定し、経済産業大臣の認可
により設定されており、小売事業者は、需要家から受け取る電気料金の中から託送料金を支払っている。 

託送料金制度の概要 



経過措置料金制度（電気） 

35 

 2016年４月以降、低圧部門についても小売参入が自由化され、一般家庭も電力会社を自由に選択できる
ようになったが、需要家保護の観点から、旧一般電気事業者の小売部門には規制料金メニューでの供給義務
が課されており、少なくとも2020年3月末までは規制料金メニューが提供されることとなっている。 

 この経過措置料金については、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由に
より当該供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる場合を除き、2020
年4月以降撤廃されることとなっている。 

経過措置期間から規制料金撤廃までの流れ 

※ガスについても同様に、大臣が指定する旧一般ガス事業者については、経過措置料金規制が課されている。 



（参考）改正法における経過措置料金の規定 

36 

■電気事業法    附則（平成二六年六月一八日法律第七二号） 抄 
 
第十六条  みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし小売電気事業者に係る旧
電気事業法第六条第二項第三号の供給区域（離島（新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島を
いう。）を除く。以下この項において同じ。）であって、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないこ
とその他の事由により、当該供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものと
して経済産業大臣が指定するもの（以下「指定旧供給区域」という。）における一般の需要（みなし登録特定送
配電事業者が特別小売供給（附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給をいう。）を開始した旧供給地
点（附則第二十三条第一項に規定する旧供給地点をいう。）における需要及び特定規模需要（旧電気事業法
第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。）を除く。）であって次に掲げるもの以外の
もの（次条第二項において「特定需要」という。）に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給（以下「特定
小売供給」という。）を拒んではならない。 

 一、二略 

２  経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定
旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。 

３～５ （略） 

６  経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日（次項において「平成二十七年改
正法施行日」という。）前においても、第一項並びに附則第二十五条の五及び第二十五条の十第四項の規定の例
により、指定旧供給区域を指定することができる。 

７ （略） 



（参考）過去の経過措置解除要件に関する議論 

37 

第2回制度設計WG 
(平成25年9月19日)より抜粋 



              

        
        
        
        

電源調達 

38 
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 我が国の電源は、みなし小売電気事業者と旧卸電気事業者（電源開発等）が出力ベースで83％を所有して
いる。 

みなし小売電気事業者 
＋旧卸電気事業者 

100MW以上の発電事業者計96社 

８
３
％
の
発
電
量
を
所
有 

(MW) 

出所）資源エネルギー庁「電力調査統計」より事務局作成 
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電源保有の構造 
第16回制度設計専門会合(平成29年3月31日) 
電力市場における競争状況の評価より抜粋 
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 各事業者の発電設備の保有量をみると、旧一般電気事業者が多くの発電設備を保有しており、特に原子
力、一般水力等については、ほとんどが旧一般電気事業者の保有となっている。 

発電事業者の燃種別発電設備容量(2017年6月末時点) 

出所）資源エネルギー庁「電力調査統計」より作成 ※1 日本原子力発電株式会社は除く 
※2 バイオマス発電及び廃棄物発電は、石炭に含む 
※3 東京電力グループは、東京電力HD,EP,PG,FPの合計 

(万kW) 
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15.9% 

一般水力 
8.2% 

新エネ等 
1.9% 

1952 

発電設備容量の変遷 
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 2014年度末の発電設備容量（10電力計（受電を含む））の電源構成は、LNG火力28.5％（7,170
万kW）、石炭火力15.9％（3,996万kW）、石油等火力17.3％（4,359万kW）、水力19.0％
（4,799万kW）、原子力17.5 ％（4,409万kW）、新エネ等1.9％（468万kW）となっている。 

発電設備容量の推移(2014年度末時点) 

出所）資源エネルギー庁「エネルギー白書2016」 



発電方式別の建設費用及び燃料費 
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 発電コスト検証WGによる検証結果によると、発電方式別の容量当たりの建設費については、小水力や地熱な
どの再生可能エネルギーや一般水力、原子力、石炭火力の建設費が高い。 

 燃料費については、石油火力と木質専焼のバイオマス発電が高く、次いでLNG火力と推計されている。 

発電設備別の建設費及び燃料費 

出所）発電コスト検証WG 発電コストレビューシートより事務局作成 



JEPX取引量（約定量）が電力需要に占めるシェアの推移 

 JEPXにおける取引量（約定量）が日本の電力需要に占めるシェアは、2017年6月時点では5.0%（2017年4
月～6月では平均4.2％）となっている。 

 シェアの前年同時期対比は、2017年1月～3月では平均1.8倍となっている。 

中長期推移 

自主的取り組み 

JEPX取引量のシェア： 
5.0％（2017年6月時点） 

2016年 2017年 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

1.4倍 1.1倍 1.3倍 1.3倍 1.5倍 1.4倍 1.4倍 1.4倍 1.8倍 1.7倍 1.8倍 1.7倍 1.6倍 1.9倍 1.9倍 

JEPX取引量（約定量）のシェアの前年同時期対比 

第22回制度設計専門会合(平成29年9月29日) 
自主的取組・競争状態のモニタリング報告より抜粋 
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スポット市場のエリアプライス 
 当期間におけるエリアプライス（7日移動平均）の推移を見ると、2~3月と比べて、北海道及び東北・東京のエリア
プライスとシステムプライスの値差が大きくなっており、6月末時点において、システムプライス8.53円/kWhに対して、
北海道のエリアプライスは10.85円/kWh、東北・東京のエリアプライスは9.55円/kWhとなっている。 

北海道エリアプライス： 
10.85円/kWh 
(7日移動平均6月30日時点） 

東北・東京エリアプライス： 
9.55円/kWh 
(7日移動平均6月30日時点） 

システムプライス： 
8.53円/kWh 
(7日移動平均6月30日時点） 

2017年4月 
    ～6月期 

第22回制度設計専門会合(平成29年9月29日) 
自主的取組・競争状態のモニタリング報告より抜粋 
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北海道本州間連系線 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 
当期間
平均 

62.2% 63.1% 59.6% 59.2% 86.0% 90.1% 78.5% 

東北東京間連系線 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 
当期間
平均 

0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

東京中部間連系線（FC） 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 
当期間
平均 

39.6% 31.0% 48.8% 82.7% 91.1% 81.6% 85.2% 

中部北陸間連系線 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 
当期間
平均 

0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

中部関西間連系線 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 
当期間
平均 

0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

北陸関西間連系線 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 
当期間
平均 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

関西中国間連系線 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 
当期間
平均 

0.0% 0.0% 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% 1.9% 

関西四国間連系線 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 
当期間
平均 

0.0% 0.0% 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% 1.9% 

中国四国間連系線 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 
当期間
平均 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

中国九州間連系線 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 
当期間
平均 

0.5% 3.6% 2.4% 12.7% 50.5% 7.7% 23.9% 

各地域間のスポット市場分断状況 

 各地域間の市場分断状況を見ると、当期間平均の市場分断発生率は、北海道本州間連系線では78.5％、東
京中部間連系線（FC）では85.2％であった。 

※ 表中の数値（パーセント）は、各連系線における市場分断の発生率（各月の取扱い商品数（30分毎48コマ/日 × 日数）のうち、市場分断が発生した商品数の比率）を示す。 
※ 市場分断の発生には、連系線の作業が原因で発生しているものを含む。 

各地域間連系線の月別分断発生率 

2017年4月 
    ～6月期 

第22回制度設計専門会合(平成29年9月29日) 
自主的取組・競争状態のモニタリング報告より抜粋 
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自主的取り組み JEPXからの調達量の比率： 
36.5％（2017年3月時点） 

常時バックアップによる調達量の比率： 
20.3％（2017年3月時点） 

 2016年4月の小売全面自由化以前では、新電力による常時バックアップの調達量は、JEPXでの調達と逆相関し、JEPX取引と
常時バックアップが選択的に利用されてきた。小売全面自由化以降では、新電力の買いが強まったこと、燃料費調整額の下落の
反映のタイムラグによる裁定が行われていること等により、JEPX調達と常時バックアップが同時に増加。 

 新電力の電力調達状況を見ると、2017年3月時点において、JEPXからの調達量の比率は36.5％、常時バックアップによる調達
量の比率は20.3％となっている。 

新電力の電源調達状況 

46 

第16回制度設計専門会合(平成29年3月31日) 
電力市場における競争状況の評価より抜粋 



 常時バックアップとは、「適正な電力取引についての指針」に基づき、旧一般電気事業者が新規参入者に対し
て、継続的に電力の卸供給を行うことを指す。 

 2000年の部分自由化にあわせて導入され、新規参入者の主要な電源調達手段となっているものの、卸電力市
場が未発達な状況における過渡的措置と位置づけられており、将来、卸電力市場が活性化した場合には廃止
することが望ましいとされている。 

常時バックアップ制度について 

47 

第8回制度検討作業部会 
(平成29年6月30日)資料より抜粋 
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 常時バックアップを負荷率100％で利用した場合の価格水準を旧一般電気事業者の社内コストと比較すると、
高圧のコスト水準に対しては優位であるものの、特高のコスト水準には合わない地域が多く見られる。これが「産
業用需要家にアクセスできない」ことの一端を示している可能性がある。 

常時バックアップの価格水準 

 社内コスト（高圧）と比較すると、常時
BUの利用率100%時のコスト水準の
方が低く、高圧需要家に対してはベース
ロード電源としての機能を果たしている
可能性が考えられる。 

 他方、最も安い価格帯の社内コスト
（特高）よりは常時BUのコストが高い
傾向があり、特高需要家に対しては、
新電力が常時BUをベースロード電源と
して用いて競争することは困難な可能
性もうかがえる。 

 全電源平均価格とする常時BUの料金
設定の考え方とは整合した結果ではあ
るが、こうした課題を解決するために、何
らか検討する必要があるのではないか。 

②常時BUの利用率100%のコスト水準と①社内取引コストの水準の比較 
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①社内取引コスト ①販売管理費 ②常時BU ①社内取引コスト(特高)の水準 

①特高＜②が一定程度顕在化 ①特高と②が近い水準 

常時バックアップと旧一般電気事業者の社内コストの比較 

第18回制度設計専門会合資料 
(平成29年5月31日)より抜粋・一部修正 
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旧一般電気事業者による自主的取組 

 旧一般電気事業者は、卸市場の活性化に向けて、２０１２年に一般電気事業者９社（沖縄電力を除
く）は、自主的取組として、卸電力取引所で余剰電力の売り入札を行うこと、電源開発株式会社と契約して
いる電源の切出しを行うこと等を表明。 

 これらに加え、今年度から、既存の電力会社の社内取引の一部を卸電力取引所経由で行うグロス・ビディング
も開始。 

電発電源の切出し 

余剰の全量 
市場供出 

グロス・ビディング 

 予備力や入札制約を除いた余力の全
量を、原則、卸電力取引所へ投入 

 入札価格は限界費用ベース 

 旧一般電気事業者が長期相対契約を
結んでいる電源開発との契約を見直し、
市場に切出し 

旧一般電気事業者による自主的取組の内容 

 旧一般電気事業者がこれまで社内で
行っていた取引を、取引所経由で実施 
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（参考）電力システム改革報告書における自主的取組の表明内容 

○は各社提出資料に記載されているもの。●は聞き取りによる結果を含む。 



グロスビディングについて 

 我が国の電源の太宗は旧一般電気事業者が保有し、その発電する電気の大部分が旧一般電気事業者の小
売部門に供給されるため、卸電力取引所を経由する取引は極めて少ない。（5.0%） 

 欧州では、大手電力会社の発電部門と小売部門の取引の一部を取引所経由で行う（グロスビディング）ことと
した結果、価格指標性や市場の透明性が向上。 

 我が国でも、旧一般電気事業者が、平成29年度早期にグロスビディングを開始し、１年程度で販売電力量の
10%程度の取引量を目指し、その後も取引量を拡大していく（数年内に20～30%程度）ことを表明。 

※電源保有シェアは電力調査統計等を基に電力・ガス取引監視等委員会事務局が作成。小売シェアは2017年3月時点。 

我が国における電源及び小売のシェア 

発電（電源） 小売 

卸電力取引所 

旧一般電気事業者：93.8% 

新電力等：6.2% 

我が国の電源保有シェア 我が国の小売シェア 

新電力等：9.1% 

旧一般電気事業者：90.9% 旧一般電気事業者は、社内取引の一部
（数年内に自社需要の20～30％分）を
取引所経由で行う 
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リバイス済み 

第16回制度設計専門会合(平成29年3月31日) 
電力市場における競争状況の評価より抜粋 



卸電気事業者（電発）の電源の切出し 

○ 四国電力は平成29年8月上旬から3万kWを切り出し開始。 

○ 北陸電力は、前回モニタリング報告時（2017年1月～3月を対象）では切出し時期を「原子力再稼動による需給
状況の改善後」としていたが、至近の需給状況を踏まえ、再稼動を待たずして切出しを検討することを表明。 

○ 北海道電力、東北電力、九州電力は継続して検討・協議中。 

出所：旧一般電気事業者からの提供情報 

*：送端出力、**：発端出力 

北海道電力 

東北電力 

東京電力EP 

中部電力 

北陸電力 

関西電力 

中国電力 

四国電力 

九州電力 

沖縄電力 

更なる切出しについては未定 

検討・協議中 
（5万kW**の一部） 

更なる切出しについては未定 

更なる切出しについては未定 

新たに３万kW*を 
切出し 

検討・協議中 
（3～5万kW*） 

更なる切出しについては未定 

切出し量 

原子力再稼働等による需給改善後 

原子力再稼働を待たず、需給状況の改善後 

平成29年8月上旬から切出し開始 

玄海原子力再稼働後 

切出し時期 

• 原子力再稼働等による需給の安定 

• 需給状況の改善 

• 玄海原子力再稼働 

切出しの要件 

• 5月、7月に協議を実
施 

• 8月、9月に協議を実
施 

• 4月、6月、8月に協議
を実施 

協議の状況 

：前回から具体的な進展があった項目 

更なる切出しについては未定 
3万kW*を 
切出し済み 

1.8万kW*を 
切出し済み 

35万kW**を 
切出し済み 

1.8万kW*を 
切出し済み 

1万kW*を 
切出し済み 

検討・協議中 
（5～10万kW程度**） 

検討・協議中 
• 原子力再稼働による安定した需給状況の継続的
な確保及び（切出し対象としている水力発電
の）運用上の課題解決と当事者間の合意 

• 5月、6月、8月に協議
を実施 

検討・協議中 

第22回制度設計専門会合(平成29年9月29日) 
自主的取組・競争状態のモニタリング報告より抜粋 
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（参考）電発電源切出し量 

• 現状、原子力の再稼働等を要件として切出しが協議されている容量は、玉出し表明の容量と合わせても、旧
一般電気事業者10社全ての合計で70-80万kW(日本の火力＋水力容量の0.4%、電源開発の容量の4-
5％)程度である。 

• 現状の切出し量の水準をどう考えるか、今後水力切出しも含めた議論の加速が必要ではないか。 

日本の発電設備容量（火力＋水力） 

電源開発 
約1,700万kW 

（8.9%） 
〔100％〕 

日本全体 
約19,000万kW 

(100％) 

石炭火力 
約840万kW 
（4.4%） 
〔49％〕 

一般水力 
約360万kW 
（1.9%） 

揚水 

電源開発の設備容量 電発電源切出し/玉出し議論の水準 

19.3 

7.6 

35  

総量 自主的 

取組前 

自主的 

取組後 

協議中 玉出し表明 

最大 

最大70-80
万kW程度 
（0.4%） 
〔4-5％〕 

(0.1％) 
〔1.1％〕 

出典：電力調査統計、及び第6回制度設計専門会合 電源開発提出資料より事務局作成 

切出し 玉出し 

第16回制度設計専門会合(平成29年3月31日) 
電力市場における競争状況の評価より抜粋 



諸外国における卸電力市場の変遷 

 各国における電力市場の変遷を、規制機関による制度的措置及び電力会社によるグロスビディング等の自主
的取組、スポット取引とその他取引の相互作用の観点から紹介。 

各国電力市場の背景 対象国 主なポイント 

54 

• 1990年から段階的な小売自由化が進み、1999年に全面自由化となったが、垂直統合
(発電小売一体)型Big６の寡占市場であり、その構造に起因し2010年頃までは取引所
の流動性は低く、電力需要の4％以下の水準が続いていた。 

• 規制当局が卸市場の活性化・流動化ため制度的措置を検討。それを受けBig6は一定量
以上の競争的な取引所取引を行うグロスビディング等踏み込んだ自主的取組を導入し、取
引所の流動性は50％以上まで急速に拡大。 

①イギリス 

• 1999年以降段階的な小売自由化が進み、2007年に全面自由化となったが、垂直統合
(発電小売一体)型のEDFの寡占市場であり、取引所の流動性も低い状況が続く。 

• EDFに対し、 2001年から2010年まではVPP(Virtual Power Plant)で他事業者への
電源供出を義務付け、2010年以降は原子力の一部電力を他事業者へ売却することを義
務づける「原子力発電電力アクセス制度（ARENH）」など、制度的措置が実施される。 

• 上記の取組後しばらくは取引所取引は12％程度と、本日紹介する他欧州諸国に比し低い
水準に留まっていたが、近年の取引所価格低下を受け、25%程度まで急速に増加。 

②フランス 

規制機関 
による 

制度的措置 

電力会社 
によるグロス 
ビディング等 
自主的取組 

規制機関 
による 

制度的措置 

電力会社 
によるグロス 
ビディング等 
自主的取組 

スポット取引と 
その他取引の 
相互作用 

スポット取引と 
その他取引の 
相互作用 

• 北欧では90年代の各国の小売自由化に伴い、順次Nord Poolでの卸電力取引に参加。
1993年以降現物の取引所取引と、1997年以降の金融取引が正の相互作用をしなが
ら、マーケット主導にて自然発生的に取引所の流動性が高まる。 

• その中で、大手垂直統合(発電小売一体)型企業の自発的なグロスビディング活用の効果
や、国際連系線を跨ぐ取引が卸取引所経由でなされることもあり、取引所取引は現在
90％近い流動性をもつ。 

③北欧 
規制機関 
による 

制度的措置 

電力会社 
によるグロス 
ビディング等 
自主的取組 

スポット取引と 
その他取引の 
相互作用 

第9回制度設計専門会合 
(平成28年7月28日)より抜粋 



              

        
        
        
        

現在検討が進められている取組 
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電力システム改革の貫徹に向けた取組 

 電力システム改革の貫徹に向け、①ベースロード電源市場、②連系線利用ルール、③容量メカニズム、④非
化石価値取引市場の創設が予定されている。 

出典：資源エネルギー庁の資料より一部抜粋。 

導入目標 

導入目安 

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度～ 

スポット 
市場 

先渡し 
市場 

容量 
市場 

調整力 
公募 

非化石 
価値市場 

連系線 
利用ルール 

グロスビディング 
開始 

間接オークション 
導入 

取引開始 
（FIT電源のみ） 

取引開始 
（全非化石電源） 

需給調整 
市場創設 

ベースロード 
取引開始 

ベースロード 
受渡開始 

取引開始 
容量契約 
発効 

公募調達した 
調整力の運用開始 

間接オークション 
導入 

エリア間値差 
ヘッジ商品導入 
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